
◆
平
成
21
年
度
東
秩
父
村
一
般
会
計

ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
、
老
人
保
健
、

介
護
保
険
、
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置

管
理
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
、
簡

易
水
道
事
業
、
村
営
バ
ス
事
業
の
７

つ
の
特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
が

認
定
さ
れ
ま
し
た
。

◆
平
成
22
年
度
一
般
会
計
お
よ
び
国

民
健
康
保
険
、介
護
保
険
の
各
特
別
会

計
の
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
般
会
計
で
は
、
歳
入
に
お
い
て

普
通
交
付
税
の
交
付
額
と
平
成
21
年

度
か
ら
の
繰
越
金
額
が
確
定
し
た
こ

と
、
歳
出
に
お
い
て
は
、
城
山
保
育

園
に
防
犯
カ
メ
ラ
・
空
気
清
浄
機
設

置
、
和
紙
の
里
関
連
施
設
整
備
工
事
、

東
小
学
校
木
質
化
工
事
設
計
委
託
料

な
ど
を
盛
り
込
み
、
１
億
８
５
９
９

万
２
千
円
を
増
額
し
ま
し
た
。

　

各
特
別
会
計
も
平
成
21
年
度
か
ら

の
繰
越
金
が
確
定
し
た
た
め
の
補
正

措
置
で
、
国
保
で
２
４
０
０
万
円
、
介

護
で
１
８
３
０
万
円
を
増
額
し
ま
し

た
。

９
月
村
議
会
定
例
会

　
　
　

決
算
認
定
な
ど
12
議
案
を
審
議
・
可
決

決
算
認
定

補
正
予
算

◆
東
秩
父
村
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

（
内
容
）
児
童
扶
養
手
当
法
お
よ
び

児
童
扶
養
手
当
施
行
令
の
改
正
に
よ

り
、
新
た
に
父
子
家
庭
が
対
象
と
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、
東
秩
父
村
ひ
と

り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

　

田
議
員

質
問　

医
療
費
等
高
負
担
に
つ
い
て

（
内
容
）
村
の
一
人
当
た
り
の
医
療

費
は
、
県
内
市
町
村
の
平
均
を
上
回

り
、
３
年
連
続
１
位
で
す
。
村
民
へ

の
負
担
を
軽
減
す
る
方
策
は
な
い
も

の
か
。

　

医
療
費
等
は
特
別
会
計
だ
が
、
一

般
会
計
か
ら
流
用
で
き
な
い
か
。

答
弁　

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
、

費
用
の
35
％
が
公
費
負
担
、
30
％
が

一
部
負
担
金
、
残
り
の
35
％
が
保
険

税
と
し
て
確
保
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、

国
保
会
計
の
赤
字
補
填
、
保
険
税
等

条
例
改
正

一
般
質
問

の
上
昇
を
抑
制
す
る
た
め
、
一
般
会

計
か
ら
財
政
状
況
に
よ
り
法
定
外
繰

入
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
に
つ
い

て
は
、
政
令
に
よ
り
給
付
費
の
負
担

割
合
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
村
は
給

付
費
の
12
・
５
％
負
担
で
す
。
後
期

高
齢
者
医
療
に
つ
い
て
は
、
10
％
が

一
部
負
担
、
残
り
を
公
費
で
50
％
、

後
期
高
齢
者
支
援
金
40
％
、
保
険
料

10
％
で
負
担
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

は
、
各
保
険
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

徴
収
率
・
滞
納
等
に
つ
い
て

答
弁　

国
民
健
康
保
険
税
の
徴
収
率

は
、
平
成
21
年
度
現
年
分
が
96
・
46

％
で
、
過
去
５
年
間
県
内
１
位
を
続

け
て
い
ま
す
。
一
人
当
た
り
の
調
定

額
が
高
く
な
る
ほ
ど
徴
収
率
は
低
く

な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
滞
納
額
は
、

過
年
度
分
も
含
め
51
件
で
８
１
５
万

５
千
円
、
不
納
欠
損
額
は
７
件
で
97

万
１
８
０
０
円
で
す
。
介
護
保
険
の

徴
収
率
は
、
平
成
21
年
度
現
年
分
が

99
・
49
％
で
、
滞
納
額
は
、
過
年
度

分
も
含
め
26
件
で
86
万
２
１
０
０
円

で
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
は
、
平
成

20
・
21
年
度
と
も
徴
収
率
は
１
０
０

％
で
す
。

　

介
護
、
医
療
費
の
高
負
担
を
軽
減

す
る
た
め
の
対
応
、
村
民
へ
の
お
願

い
に
つ
い
て

答
弁　

医
療
費
の
減
額
に
つ
い
て
は
、

予
防
接
種
事
業
、
健
診
（
検
診
）
事

業
、
が
ん
検
診
事
業
、
健
康
教
育
事

業
等
の
各
種
事
業
を
実
施
し
、
さ
ら

に
は
年
３
回
の
国
保
だ
よ
り
、
村
の

広
報
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使

用
促
進
の
チ
ラ
シ
等
に
よ
り
被
保
険

者
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
介
護
保

険
に
つ
い
て
も
、
特
定
高
齢
者
・
一

般
高
齢
者
介
護
予
防
事
業
、
包
括
的

支
援
事
業
、
任
意
事
業
等
に
よ
り
給

付
費
の
減
額
に
努
め
て
い
ま
す
。
後

期
高
齢
者
医
療
は
、
埼
玉
県
広
域
連

合
で
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

合
併
し
た
場
合
の
介
護
保
険
料
・

国
保
税
等
の
負
担
に
つ
い
て

答
弁　

村
の
国
保
税
の
一
人
当
た
り

の
調
定
額
は
、
秩
父
郡
内
の
町
と
児

玉
郡
の
一
部
の
町
に
次
い
で
県
内
低

い
方
か
ら
４
、
５
番
目
な
の
で
、
近

隣
の
自
治
体
と
合
併
し
た
場
合
高
く

な
る
と
考
え
ま
す
。
介
護
の
基
準
保

険
料
は
、
給
付
費
に
対
応
し
て
保
険

者
が
設
定
す
る
の
で
、
規
模
が
大
き

く
な
れ
ば
低
く
な
る
と
考
え
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
料
は
広
域

連
合
が
設
定
し
ま
す
の
で
、
合
併
し

て
も
同
額
で
す
。

質
問　

村
立
学
校
等
の
耐
震
化
に
つ

い
て

　

西
小
学
校
に
つ
い
て
は
、
少
子
化

の
影
響
で
統
合
も
視
野
に
入
れ
て
考

え
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
、
耐
震
化

を
進
め
る
考
え
は
あ
る
か
。

答
弁　

財
政
的
な
課
題
等
、
検
討
す

る
。
も
う
し
ば
ら
く
の
時
間
を
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

耐
震
化
を
実
施
し
な
い
公
共
施
設

の
今
後
の
計
画
に
つ
い
て

答
弁　

平
成
20
年
度
に
実
施
し
た
耐

震
診
断
調
査
結
果
を
受
け
、
昨
年
度
、

防
災
拠
点
と
な
る
役
場
庁
舎
の
耐
震

補
強
工
事
を
実
施
し
、
本
年
度
は
、

災
害
時
に
村
民
の
避
難
所
に
も
な
る

東
秩
父
中
学
校
校
舎
お
よ
び
体
育
館

の
耐
震
補
強
工
事
を
実
施
し
過
日
完

了
し
ま
し
た
。
今
後
、
村
で
は
平
成

20
年
３
月
に
策
定
し
た
東
秩
父
村
地

域
防
災
計
画
に
沿
っ
て
、
随
時
財
政

の
状
況
も
に
ら
み
な
が
ら
、
被
害
想

定
を
踏
ま
え
た
村
の
地
震
防
災
対
策

を
、
引
き
続
き
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

福
島
議
員

質
問　

補
正
予
算「
雇
用
創
出
基
金
」

に
つ
い
て

　

６
月
議
会
の
補
正
予
算
審
議
で
、

緊
急
雇
用
創
出
基
金
補
助
金
の
説
明

が
あ
り
、
村
民
の
失
業
者
の
救
済
に

使
わ
れ
る
と
解
釈
し
た
が
、
ど
れ
ほ

ど
の
雇
用
創
出
効
果
が
あ
る
か
。

答
弁　

こ
の
基
金
は
、
村
内
の
失
業

者
は
も
と
よ
り
全
国
の
失
業
者
の
雇

用
を
拡
充
す
る
も
の
で
、
村
内
の
失

業
者
以
外
の
求
職
者
に
も
雇
用
の
機


